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◎群馬県告示第４５号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。 

 なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県富岡土木事務所において

一般の縦覧に供する。 

  令和７年２月２１日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太 
 

道路の 
種 類 

路線名 区  間 
変更の 
前後別 

敷地の幅員 
メートル 

延 長 
メートル 

県道 富岡神流線 甘楽郡甘楽町大字秋畑字笹
ハグレ８７７番の１地先か
ら同郡同町大字同字同８９
５番の１地先まで 

前 ６．８～７．９ ４５．３ 

後 ６．８～１１．５ ４５．３ 

 

 

 

◎群馬県告示第４６号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、道路の供用を次のとおり開始する。 

 なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県富岡土木事務所において

一般の縦覧に供する。 

  令和７年２月２１日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太 
 

道路の 
種 類 

路線名 区   間 供用開始の期日 

県道 富岡神流線 甘楽郡甘楽町大字秋畑字笹ハグレ８７７番の１地先
から同郡同町大字同字戦場１０２１番の１地先まで 

令和７年２月２１日 
 

 

 

 

◎群馬県告示第４７号 

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第５７号）第３条第１項の規定により、次の区

域を急傾斜地崩壊危険区域に指定した。 

  令和７年２月２１日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

町並１地区急傾斜地崩壊危険区域 

 群馬県利根郡みなかみ町月夜野字町並及び字大額の区域内の土地のうち、次の１点から１６点までを順次結んだ

線及び１点と１６点を結んだ線に囲まれた土地の区域 

 １点 北緯３６度４０分５８秒４７４５ 

東経１３８度５８分５９秒７８１４ 

■ 告  示 
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２点 北緯３６度４０分５８秒６７４２ 

東経１３８度５９分００秒３７１４ 

 ３点 北緯３６度４０分５８秒６８１５ 

東経１３８度５９分０１秒３９０５ 

 ４点 北緯３６度４０分５９秒１６１２ 

東経１３８度５９分０１秒７３９３ 

 ５点 北緯３６度４０分５９秒４４２６ 

東経１３８度５９分０２秒９０６１ 

 ６点 北緯３６度４０分５９秒７３０４ 

東経１３８度５９分０３秒７７２３ 

 ７点 北緯３６度４１分００秒６０６５ 

東経１３８度５９分０４秒６０８９ 

 ８点 北緯３６度４１分００秒５０６４ 

東経１３８度５９分０５秒１１８６ 

 ９点 北緯３６度４０分５９秒８７７７ 

東経１３８度５９分０５秒５３０６ 

 １０点 北緯３６度４０分５９秒７０３１ 

東経１３８度５９分０５秒２４３１ 

 １１点 北緯３６度４０分５９秒０４８７ 

東経１３８度５９分０４秒１５６１ 

 １２点 北緯３６度４０分５８秒６９０１ 

東経１３８度５９分０３秒１４４０ 

 １３点 北緯３６度４０分５８秒５０５０ 

東経１３８度５９分０１秒６９４９ 

 １４点 北緯３６度４０分５８秒０２１６ 

東経１３８度５９分０１秒６３１５ 

 １５点 北緯３６度４０分５７秒９５９７ 

東経１３８度５９分００秒６６１１ 

 １６点 北緯３６度４０分５７秒９９５０ 

東経１３８度５８分５９秒７７５０ 

 この関係書類は、群馬県県土整備部砂防課及び群馬県沼田土木事務所において縦覧に供する。 

 

 

 

◎群馬県告示第４８号 

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第５７号）第３条第１項の規定により、次の区

域を急傾斜地崩壊危険区域に指定した。 

  令和７年２月２１日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

町並２地区急傾斜地崩壊危険区域 
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 群馬県利根郡みなかみ町月夜野字町並及び字大額の区域内の土地のうち、次の１点から８点までを順次結んだ線

及び１点と８点を結んだ線に囲まれた土地の区域 

 １点 北緯３６度４１分０１秒８５４６ 

東経１３８度５９分０８秒３３１３ 

２点 北緯３６度４１分０２秒１１２７ 

東経１３８度５９分１０秒２１６９ 

 ３点 北緯３６度４１分０２秒２５３４ 

東経１３８度５９分１１秒６６９６ 

 ４点 北緯３６度４１分０２秒００７２ 

東経１３８度５９分１２秒８２７１ 

 ５点 北緯３６度４１分０１秒３６７９ 

東経１３８度５９分１２秒８８９８ 

 ６点 北緯３６度４１分０１秒２３５３ 

東経１３８度５９分１１秒７５７７ 

 ７点 北緯３６度４１分０１秒０２６８ 

東経１３８度５９分１０秒４３５９ 

 ８点 北緯３６度４１分００秒９９４４ 

東経１３８度５９分０８秒４８５９ 

 この関係書類は、群馬県県土整備部砂防課及び群馬県沼田土木事務所において縦覧に供する。 

 

 

 
 
 森林経営管理法（平成３０年法律第３５号。以下「法」という。）第２６条の規定による所有者不明森林に関す

る裁定の申請があり、法第２７条第１項の規定により所有者不明森林に関する裁定をしたので、法第２８条第１項

の規定により、次のとおり公告する。 

  令和７年２月２１日 

                                    群馬県知事 山 本 一 太   

１ 所有者不明森林の所在、地番、地目及び面積 
 

所在・地番 地目 面積（ha） 

群馬県吾妻郡中之条町大字四万字殿界戸
５９ 

山林 ０．０５ 

 
２ 中之条町（以下「乙」という。）が設定を受ける経営管理権の始期及び存続期間 
 

所在・地番 始期 存続期間 

群馬県吾妻郡中之条町大字四万字殿界戸
５９ 

経営管理権集積計画が定められ
た日 

始期から起算して２０年を経
過した日まで 

 
３ 当該森林において経営管理権に基づいて行われる経営管理の内容 
 

所在・地番 経営管理の内容 

群馬県吾妻郡中之条町大字四万字殿界戸 ＜経営管理実施権が設定される場合＞ 

■ 公  告 
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５９ ○ 経営管理実施権配分計画により経営管理実施権の設定を受
ける者（以下「経営管理実施権者」という。）が間伐、主伐
並びに主伐後の植栽（鳥獣害防止施設の設置・維持管理を含
む。以下同じ。）及び保育等の施業、木材の販売、森林の保
護等の全部又は一部を実施するものとし、その方法は経営管
理実施権を設定する前に乙及び経営管理実施権者で協議して
決めるものとする。 

○ 施業の実施に当たっては、渓畔林における不必要な伐採は
控える等、生物多様性に配慮するものとする。 

○ 火災、病虫害及び気象害の予防のため、年１回以上森林の
巡視を行うものとし、当該巡視は林道からの目視によって判
断できる限りで行う。 

＜経営管理実施権が設定されない場合＞ 
○ 乙は、存続期間中に間伐及び販売可能な木材の販売、森林
の保護等の全部又は一部を実施することができるものとす
る。 

○ 乙は、施業の実施に当たっては、渓畔林における不必要な
伐採は控える等、生物多様性に配慮するものとする。 

○ 乙は、火災、病虫害及び気象害の予防のため、年１回以上
森林の巡視を行うものとし、当該巡視は林道からの目視によ
って判断できる限りで行う。 

 
４ 販売収益から伐採等に要する経費を控除してなお利益がある場合において供託されるべき金銭の額の算定方法

及び当該金銭の供託の時期 
 

所在・地番 
販売収益から伐採等に要する経費を控除
してなお利益がある場合において供託さ
れるべき金銭の額の算定方法 

供託の時期 

群馬県吾妻郡中之条町大字四万字殿界戸
５９ 

＜経営管理実施権が設定される場合＞ 
（１．供託されるべき金銭の額の算定方
法） 
○ 供託されるべき金銭の額は、木材の
販売による収益と補助金から伐採等に
係る経費及び木材の販売に係る経費、
その他経営管理に要する経費(主伐後の
植栽・保育等)を控除した収益額を基に
算定する。 

（２．木材の販売収益の額の算定方法） 
○ 主伐及び利用間伐に係る木材の販売
収益については、実際に木材を販売し
て得られた収益の額とする。 

（３．伐採等に要する経費の算定方法） 
○ 乙が算定する主伐及び利用間伐が実
施された場合における木材の販売に係
る経費については、経営管理実施権者
が経営管理実施権の設定を受けるに当
たって乙に提示し、経営管理実施権配
分計画に添付された経費の見積額とす
る。 

○ 乙が算定する主伐後の植栽（鳥獣害
防止施設の設置・維持管理を含む）、
保育に係る経費については、施業の実
施時点で有効な群馬県が定める森林環
境保全整備事業における標準単価を基
に経営管理実施権者が経営管理実施権
の設定を受けるに当たって乙に提示
し、経営管理実施権配分計画に添付さ

＜経営管理実施権が
設定される場合＞ 
○ 伐採後、木材の
販売収入額が確定
後速やかに行うも
のとする。 

 
＜経営管理実施権が
設定されない場合＞ 
○ 供託されるべき
金銭は発生しな
い。 
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れた経費の見積額とする。 
（４．留意事項） 
○ 木材の販売収益から差し引いた主伐
後の植栽及び保育に係る経費その他経
営管理に要する経費(森林保険の保険
料)は、森林所有者（以下「甲」とい
う。）からの預り金として経営管理実
施権者が管理する。なお、経営管理実
施権者が預かる期間は、預り金の残高
がなくなるか、経営管理に係る持ち出
しの必要がなくなるまでとする。 

○ 経営管理実施権者が管理を行うため
に要した経費の実費が上記（３．伐採
等に要する経費の算定方法）により算
定された経費の額を上回る場合につい
ては、その差額は経営管理実施権者が
負担するものとする。 

＜経営管理実施権が設定されない場合＞ 
（１．供託されるべき金銭の額の算定方
法） 
○ 経営管理権に基づき乙が実施する利
用間伐の結果生じた木材の販売による
収益は乙のものとする。 

（２．留意事項） 
○ 乙が経営管理を行うために要した経
費は乙が負担するものとする。 

 
５ 所有者不明森林に係る権利の設定等の条件 

  当該森林について権利を設定し、又は移転する場合には、あらかじめ、乙にその旨を通知するものとする。 

６ ２の存続期間の満了時及び法第９条第２項又は第３２条第２項の規定によりこれらの規定に規定する委託が解

除されたものとみなされた時における清算の方法 

  甲と乙との間で金銭の支払は生じないとともに、立木の所有権は甲に帰属するものとする。 

７ 乙が設定を受ける経営管理権及び甲が設定を受ける経営管理受益権の条件その他経営管理権及び経営管理受益

権の設定に係る法律関係に関する事項 

  この経営管理権集積計画の定めるところにより設定される経営管理権及び経営管理受益権は、次に定めるとこ

ろによる。 

 (1) 経営管理権に基づいて行われる経営管理の内容 

   乙は、１に記載された森林（以下「当該森林」という。）の経営管理のため、１から４に定めるところによ

り立木の伐採及び木材の販売、造林並びに保育（以下「伐採等」という。）を実施し、木材の販売による収益

（以下「販売収益」という。）を収受するとともに、販売収益から伐採等に要する経費を控除してなお利益が

ある場合にその一部を甲に支払う事業を実施すること。 

 (2) 受託者の義務 

  ア 経営管理実施権配分計画が定められない場合には、乙は、自己の財産に対するのと同一の注意義務をもっ

て経営管理を行う義務を負う。 

  イ 経営管理実施権配分計画が定められる場合には、経営管理実施権者は甲に善管注意義務を負い、甲は、当

該経営管理実施権配分計画の定める事項について、経営管理実施権者に対して義務の履行を求めることが

できる。また、乙はこの経営管理権集積計画及び当該経営管理実施権配分計画に規定された報告徴収の権

限の範囲内において、経営管理実施権者に対する監督責任のみを負う。 
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 (3) 経営管理権の対象とする森林 

   当該森林にある立木竹は、甲に帰属する。 

 (4) 経営管理権及び経営管理受益権の設定 

   この経営管理権集積計画の公告により、乙に経営管理権が、甲に経営管理受益権（金銭の支払を受ける権 

  利）が、それぞれ設定される。 

   乙に設定された経営管理権は、この公告の後において当該森林の所有者となった者（国その他の森林経営管

理法施行規則（平成３０年農林水産省令第７８号）に定められた者を除く。）に対しても、その効力があるも

のとする。 

 (5) 租税公課の負担 

   甲は、経営管理権の目的物に対する固定資産税その他の租税を負担する。 

 (6) 経営管理権の設定等の条件 

  ア 乙は、甲が次のいずれかに該当する場合には、この経営管理権集積計画のうち当該森林に係る部分を取り

消すことができる。 

   (ｱ) 甲が偽りその他不正な手段により乙に経営管理権集積計画を定めさせたことが判明した場合 

   (ｲ) 甲が当該森林に係る権原を有しなくなった場合 

  イ 乙は、災害その他の事由により当該森林において(1)に掲げる事項を実施することが著しく困難となった

ときは、この経営管理権集積計画のうち当該森林に係る部分を取り消すことができる。 

  ウ 甲は、２で定める経営管理権の存続期間の中途において解約しようとする場合は、乙の同意を得るものと

する。 

  エ 甲及び乙は、この経営管理権集積計画に定めるところにより設定される経営管理権に関する事項は変更し

ないものとする。 

 (7) 森林への立入り及び施設の利用等 

  ア 乙は、(1)又は(15)に掲げる事項の実施のため必要があるときは、当該森林に随時立ち入り、若しくは乙

以外の者を立ち入らせ、又は当該森林に設定された路網その他の施設を使用し、若しくは乙以外の者に使

用させることができる。 

  イ 乙は、(1)に掲げる事項の実施のため必要があるときは、当該森林内に森林作業道その他の施設を設置し、

又は乙以外の者に設置させることができる。この場合において、乙は、当該設置された施設の維持管理を

行うものとする。 

 (8) 甲への通知 

   当該森林について販売収益が生じた場合、経営管理実施権が設定されないときには乙が（経営管理実施権が

設定されるときには経営管理実施権者が）甲に対して販売収益、伐採等に要した経費等に係る明細書を通知す

るものとする。 

 (9) 森林保険（経営管理実施権が設定されなかった場合） 

  ア 気象災等により当該森林について被害が発生した場合、乙が復旧を行うこととし、復旧内容は甲と乙の協

議により定める。 

  イ 乙は、甲の費用負担において甲を被保険者として当該森林に生育する樹木について森林保険を付保するこ

とができることとし、甲はこれを承諾する。なお、当該付保に関する諸手続は乙がこれを行うものとする。 

  ウ 乙がイにより森林保険を付保した場合であって、天災地変等の事由により保険事故が発生し、甲に支払わ

れる保険金があるときには、甲は当該保険の請求及び受領を乙に委任するものとし、乙が当該保険金を復

旧の用に供するため、甲は当該保険金全額を乙に帰属させるものとする。 
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 (10)森林保険（経営管理実施権が設定された場合） 

  ア 気象災等により当該森林について被害が発生した場合、経営管理実施権者が復旧を行うこととし、復旧内

容は甲と経営管理実施権者の協議により定める。 

  イ 経営管理実施権者は、経営管理実施権者の費用負担において甲を被保険者として当該森林に生育する樹木

について森林保険を付保することとし、甲はこれを承諾する。なお、当該付保に関する諸手続は経営管理

実施権者がこれを行うものとする。 

  ウ 天災地変等の事由により保険事故が発生し、甲に支払われる保険金がある場合、甲は当該保険金の請求及

び受領を経営管理実施権者に委任するものとし、経営管理実施権者が当該保険金を復旧の用に供するため、

甲は当該保険金全額を経営管理実施権者に帰属させるものとする。 

  エ 復旧及び造林・保育の経費の用に供しても、なお保険金に残余がある場合は、事業収益に繰り入れるもの

とする。 

 (11)災害等による経営又は管理の不実施 

   次に掲げる場合において、(1)に掲げる事項を実施する予定の森林について(1)に掲げる事項を実施すること

が不可能又は不適当になったときは、乙は、当該事項の一部又は全部を実施しないことができる。 

  ア 災害その他の原因により当該森林の全部又は一部が損壊したとき 

  イ 路網の損壊等により当該森林への到達が困難となったとき 

  ウ 当該森林の土地が公用、公共用又は公益事業の用に供されるとき 

 (12)損害の賠償 

  ア 乙は、乙の責めに帰すべき事由によって甲に不利益を生じさせたときには、その不利益に相当する額を支

払うものとする。 

  イ 乙の責めに帰すことのできない事由によって甲に不利益が生じたときは、乙は損害賠償責任を負わない。 

 (13)経営管理権の存続期間の満了時及び消滅時における清算の方法 

   経営管理権の存続期間の満了した場合において、甲と乙との間で金銭の支払は生じないとともに、立木の所

有権は甲に帰属するものとする。 

 (14)甲の通知及び届出 

  ア 甲は、当該森林について、第三者に権利を移転若しくは設定する場合には、あらかじめ乙にその旨を通知

しなければならない。 

  イ 甲及び甲の相続人又は受遺者は、当該森林について権利の喪失があった場合、甲が住所又は名称を変更し

た場合、甲が死亡した場合その他当該経営管理権集積計画を変更する必要がある場合は遅滞なく乙に申し

出るものとする。 

 (15)経営管理実施権配分計画の作成 

  ア 乙は、甲から経営管理権の設定を受けた森林の一部又は全部についてこの経営管理権集積計画の内容に適

合する限りにおいて、甲の同意を要さずに、経営管理実施権配分計画を作成し、乙が選定した民間事業者

に当該森林の経営管理実施権を、甲及び乙に経営管理受益権を設定することができる。 

  イ 経営管理実施権配分計画が定められる場合、経営管理実施権者が当該森林で経営管理を実施する義務を負

い、甲は経営管理実施権者に義務履行を求めることができる。なお、乙は、経営管理実施権者に対して当

該森林の経営管理の状況等について年一回の報告を徴収する義務のみを負う。 

  ウ 甲が経営管理実施権配分計画により設定された経営管理受益権に基づき経営管理実施権者から支払を受け

たときは、当該支払を受けた額の限度で、当該経営管理受益権に係る森林に関する経営管理権集積計画に

より設定された経営管理受益権に基づき乙から支払を受けたものとみなす。 
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 (16)その他 

   この経営管理権集積計画に定めのない事項及びこの経営管理権集積計画に疑義が生じたときは、甲、乙が協

議して定める。 

８ 裁定の理由 

  当該申請に係る所有者不明森林については、今後、土地所有者による森林施業が見込めないが、周辺山林と一

体的に施業することが有効であり、当該所有者不明森林の経営管理権を乙に集積することが必要かつ適当である

と認められるため。 

９ 教示 

この裁定について不服があるときは、この裁定があったことを知った日の翌日から起算して３ヶ月以内に、群

馬県知事に対して審査請求をすることができる。 

このほか、裁定の取消しの訴えは、この裁定があったことを知った日の翌日から起算して６ヶ月以内に、群馬

県を被告として（群馬県知事が被告の代表者となる。）、提起することができる（なお、裁定があったことを知

った日の翌日から起算して６ヶ月以内であっても、裁定の日から１年を経過したときは、裁定の取消しの訴えを

提起することはできなくなる。）。ただし、裁定があったことを知った日の翌日から起算して３ヶ月以内に審査

請求を行った場合には、裁定の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から

起算して６ヶ月以内に提起しなければならないこととされている。 

 

 

 

 土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により次のとおり土地改良区役員の就任及び

退任の届出があったので、同条第１８項の規定により公告する。 

    令和７年２月２１日 

                               群馬県知事 山 本 一 太   
                                               

 
土地改良区名 

理 事
監 事
の 別 

 
区 分 

 
役 員 氏 名 

 
住      所 

邑楽 理 事 再 任 中里芳一 館林市田谷町１１７９番地 

 同   同  大塚浩  同 大島町２３０５番地 

 同   同  須藤賢一 邑楽郡板倉町大字海老瀬７４０７番地１４ 

 同   同  荒山江知郎  同  同 大字板倉１７０９番地１ 

 同   同  高際良一  同  同 大字籾谷２１０２番地 

 同  新 任 岡野安男  同  同 大字除川１６１８番地 

 同   同  根岸勇  同  同 大字西岡新田２７番地 

 同   同  松村一喜  同  同 大字大荷場６６８番地１ 

 同   同  岸本富男  同  同 大字細谷１９５８番地 

 同   同  関根勝次  同  同 大字海老瀬２９７２番地 

 同   同  川嶋政弘  同  同 大字大高嶋５１４番地 
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 同   同  川嶋修  同  同 大字飯野８６９番地 

 同   同  榎本和明  同  同 大字岩田２１２０番地 

 同  退 任 中田庄一  同  同 大字除川１５８５番地 

 同   同  小暮德治  同  同 大字西岡３２３番地 

 同   同  春山和之  同  同 大字大曲９７５番地 

 同   同  吉田栄  同  同 大字離１０２２番地 

 同   同  針ヶ谷恒雄  同  同 大字海老瀬２３４１番地 

 同   同  和田利男  同  同 大字下五箇１７５１番地 

 同   同  野口和志  同  同 大字飯野１８７５番地 

 同   同  川野辺昇  同  同 大字板倉２５７９番地２ 

監 事 再 任 柏崎富治  同  同   同  １７１３番地 

 同  新 任 髙島孝夫 館林市大島町３７１８番地 

 同   同  和田利男 邑楽郡板倉町大字下五箇１７５１番地 

 同  退 任 髙際常雄 館林市羽附旭町８５６番地 

 同  同 小野田幸一 邑楽郡板倉町大字大高嶋１５８２番地２ 

 

 

 

 土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８４条において準用する同法第１８条第１７項の規定により次のと

おり土地改良区連合役員の就任及び退任の届出があったので、同法第８４条において準用する同法第１８条第１８

項の規定により公告する。 

    令和７年２月２１日 

                               群馬県知事 山 本 一 太   
                                               

 
土地改良区連合名 

理 事
監 事
の 別 

 
区 分 

 
役 員 氏 名 

 
住      所 

渡良瀬川下流 理 事 新 任 鈴木匡 館林市当郷町１７８２番地２ 

 同   同  半田貞雄  同 楠町１３４５番地 

 同   同  岡野安男 邑楽郡板倉町大字除川１６１８番地 

 同   同  川嶋修  同  同 大字飯野８６９番地 

 同   同  小野田富康  同  同 大字籾谷２０８５番地 

 同  退 任 荒川充司 館林市当郷町１９３番地２ 

 同   同  村上実  同  同 ２０６５番地１ 

 同   同  吉田栄 邑楽郡板倉町大字離１０２２番地 
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 同   同  和田利男  同  同 大字下五箇１７５１番地 

 同   同  栗原実  同  同 大字岩田８８３番地 

監 事 新 任 須藤賢一  同  同 大字海老瀬７４０７番地１４ 

 同  退 任 針ヶ谷恒雄  同  同   同  ２３４１番地 

 

 

 

 群馬県銃砲刀剣類所持等取締法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和７年２月２１日 

群馬県公安委員会委員長 竹 内   健   

群馬県公安委員会規則第１号 

   群馬県銃砲刀剣類所持等取締法施行細則の一部を改正する規則 

 群馬県銃砲刀剣類所持等取締法施行細則（令和４年群馬県公安委員会規則第４号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第１２号中「別表第１」を「別表第２」に改める。 

第３条第１項中「第６条第１項」を「第９条第１項」に、同条第２項中「第６条第２項」を「第９条第２項」に、

同条第３項中「第２４条第１項」を「第３１条第１項」に改める。 

第４条中「第２６条第２項」を「第３３条第２項」に改める。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 群馬県公安委員会が行う銃砲刀剣類所持等取締法に基づく医師の指定に関する規則の一部を改正する規則をここ

に公布する。 

  令和７年２月２１日 

群馬県公安委員会委員長 竹 内   健   

群馬県公安委員会規則第２号 

群馬県公安委員会が行う銃砲刀剣類所持等取締法に基づく医師の指定に関する規則の一部を改正する規則 

群馬県公安委員会が行う銃砲刀剣類所持等取締法に基づく医師の指定に関する規則（平成２１年群馬県公安委員

会規則第６号）の一部を次のように改正する。 

 第１条第１項の表中「第８条第３号」を「第１１条第３号」に改める。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

■ 公安委員会規則 
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群
馬
県
議
会
傍
聴
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
七
年
二
月
二
十
一
日 

群
馬
県
議
会
議
長 

須 

藤 

和 

臣 
 

群
馬
県
議
会
規
則
第
一
号 

群
馬
県
議
会
傍
聴
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

群
馬
県
議
会
傍
聴
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
群
馬
県
議
会
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に 

改
正
す
る
。 

 

第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
中
「
加
え
、
又
は
迷
惑
を
及
ぼ
す
」
を
「
加
え
る
」
に
改
め
、
同
項
第

二
号
及
び
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

二 

ビ
ラ
、
幕
、
た
す
き
そ
の
他
の
議
場
に
現
在
す
る
者
に
対
し
て
威
勢
を
示
す
た
め
に
使
用 

さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
物
を
携
帯
し
、
又
は
着
用
し
て
い
る
者 

三 

前
二
号
に
規
定
す
る
物
の
ほ
か
、
会
議
を
妨
害
し
、
又
は
他
の
傍
聴
人
の
傍
聴
を
妨
害
す 

る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
物
を
携
帯
し
て
い
る
者 

 

第
十
二
条
第
一
項
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
を
削
り
、
同
項
第
八
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項

第
九
号
を
削
り
、
同
項
第
十
号
中
「
議
事
」
を
「
会
議
」
に
、
「
予
測
さ
れ
る
顕
著
な
事
情
が
」
を

「
明
ら
か
で
あ
る
と
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
第
一
号
か
ら

第
六
号
ま
で
」
を
「
、
前
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
」
に
、
「
物
品
」
を
「
物
」
に
、
「
あ
る
」

を
「
で
き
る
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
あ
る
」
を
「
で
き
る
」
に
改
め
る
。 

第
十
三
条
中
「
、
静
粛
を
旨
と
し
」
を
削
り
、
同
条
第
二
号
を
削
り
、
同
条
第
一
号
中
「
表
明 

し
な
い
」
を
「
表
明
し
、
又
は
議
場
に
現
在
す
る
者
に
対
し
て
威
勢
を
示
さ
な
い
」
に
改
め
、
同
号

を
同
条
第
二
号
と
し
、
同
条
に
第
一
号
と
し
て
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

一 

静
粛
に
す
る
こ
と
。 

第
十
三
条
第
三
号
及
び
第
四
号
を
削
り
、
同
条
第
五
号
を
同
条
第
三
号
と
し
、
同
条
第
六
号
を 

同
条
第
四
号
と
し
、
同
条
第
七
号
及
び
第
八
号
を
削
り
、
同
条
第
九
号
中
「
議
場
の
秩
序
を
乱
し
、

又
は
議
事
の
妨
害
と
な
る
」
を
「
会
議
を
妨
害
し
、
又
は
他
の
傍
聴
人
の
傍
聴
を
妨
害
す
る
」
に
改

め
、
同
号
を
同
条
第
五
号
と
す
る
。 

第
十
六
条
中
「
あ
る
」
を
「
で
き
る
」
に
改
め
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

        

                                

■ 

議
会
規
則 
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